
 

事業所等の新設又は廃止の申告 

（１） 申告義務者 

福岡市内に事業所等を新設し又は廃止された方で次の場合に該当するときは、当該新

設又は廃止の日から２月以内に「事業所等の新設、廃止申告書」を提出していただくこ

とになっています。（法 701 の 52①、条 93 の 15①、市税規 20） 

 ア 事業所等を新設又は廃止した日の属する事業年度の前事業年度又は個人に係る

課税期間の前課税期間において納付すべき事業に係る事業所税額があった場合 

イ 新設し、又は廃止した事業所等に係る事業所床面積が 500 ㎡以上の場合、又は

従業者の数が 50 人以上の場合 


